
第47回

定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知
日 時

2023年６月28日（水曜日）
午前10時

場 所

埼玉県上尾市宮本町４番２号
株式会社ベルーナ本社９階
末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である

ものを除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２

名選任の件

株式会社ベルーナ
証券コード：9997
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証券コード 9997
2023年６月９日

（電子提供措置の開始日 2023年６月２日）
株 主 各 位

埼 玉 県 上 尾 市 宮 本 町 ４ 番 ２ 号
株式会社 ベ ル ー ナ
代表取締役社長 安 野 清

第47回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第47回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.belluna.co.jp/irinfo/stock/meeting/

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することが
出来ますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2023年６月27日（火曜日）午後５時50分までに議決権を行使いただきますようお願い申しあ
げます。

敬具
記

１．日 時 2023年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 埼玉県上尾市宮本町４番２号

株式会社ベルーナ本社９階
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第47期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第47期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件 以 上
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議決権行使のご案内
事前に行使いただく場合は、書面及びインターネットにより議決権を行使いただきますようお願い申し

上げます。
書面による議決権行使の際は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年

６月27日（火曜日）午後５時50分までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に
賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
インターネットによる議決権行使の際は、指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、2023年

６月27日（火曜日）午後５時50分までに議案に対する賛否をご入力ください。
なお、詳細につきましては、同封の議決権行使書用紙等をご参照ください。
また、書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決

権行使を有効なものといたします。

株主様へのお知らせ
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申し上げます。
ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法

令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を除いております。
①連結計算書類のうち「連結注記表」
②計算書類のうち「個別注記表」
監査等委員会及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類の

ほか、上記①及び②の事項であります。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社ウェブサイトに修正内容を掲載させていた

だきます。
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事 業 報 告
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの国内感染が縮小し、行動

制限の緩和により消費活動が回復傾向となる一方、急激な円安の進行やロシア・ウクライ
ナ情勢に起因する資源価格の高騰により物価上昇が進行しており、先行きは不透明な状況
にあります。国内の個人消費につきましては、物価上昇の影響はあるものの、外出需要に
伴う消費活動が活発化し、徐々に回復傾向になりつつあります。通信販売業界におきまし
ては、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛や接触回避の影響が弱まったものの、
幅広い顧客層からの通販利用需要の拡大が継続しております。
このような環境下におきまして、当社グループはアパレル・雑貨事業、化粧品健康食品
事業、グルメ事業、ナース関連事業、データベース活用事業、呉服関連事業、プロパティ
事業、その他の事業の８セグメントにおいて、１つ１つのセグメントを太く強くし、シナ
ジー効果を発揮するポートフォリオ経営の成熟に取り組んで参りました。その結果、当連
結会計年度の売上高は212,376百万円（前年同期比3.5％減）となり、営業利益は
11,217百万円（同18.9％減）となりました。経常利益は、資金調達に係る手数料が前年
同時期より縮小したことなどにより12,459百万円（同14.3％減）となりました。また、
投資有価証券売却益が縮小したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は
7,417百万円（同27.3％減）となりました。
事業別の状況は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、従来の「総合通販事業」としていた報告セグメントの名称

を「アパレル・雑貨事業」に変更しております。当該セグメントの名称変更によるセグメ
ント情報に与える影響はありません。
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〔アパレル・雑貨事業〕
通販においては、第１四半期より新型コロナウイルス感染拡大の影響が一巡し、既存

顧客のレスポンスが鈍化傾向となりました。また、急激な円安進行や原材料価格の高
騰、資材価格の高騰を受け、第３四半期より商品価格の見直しや紙媒体における発行量
の抑制を行い、収益性確保を優先した事業運営を行いました。アパレル店舗において
は、第１四半期より来店顧客数が回復傾向となりましたが、第３四半期以降は商品価格
の見直しの影響もあり来店顧客数及びレスポンスが鈍化傾向となりました。この結果、
当連結会計年度の売上高は88,047百万円（同10.0％減）となりました。

〔化粧品健康食品事業〕
化粧品販売事業においては、台湾における新型コロナウイルス感染拡大の影響による
苦戦及び第１四半期・第２四半期における国内の新規顧客獲得数の減少により減収とな
りました。健康食品通販事業においては、新規顧客獲得を強化した一方で、既存顧客の
売上が減少し、減収となりました。この結果、当連結会計年度の売上高は14,790百万
円（同7.8％減）となりました。

〔グルメ事業〕
新型コロナウイルス感染拡大の影響が一巡し、既存顧客のレスポンスが鈍化傾向とな

りましたが、おせち販売の拡大やネット広告等による新規顧客獲得数の拡大により増収
となりました。この結果、当連結会計年度の売上高は32,043百万円（同6.8％増）とな
りました。

〔ナース関連事業〕
第１四半期において、ＴＶＣＭ等の積極的な広告宣伝を行った一方で、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響が一巡し、前年同時期に特需のあったマスクやパルスオキシメー
ター等の医療雑貨・消耗品需要が縮小しました。顧客レスポンスの鈍化を受け、第４四
半期より紙媒体における発行量の抑制を行いました。この結果、当連結会計年度の売上
高は14,064百万円（同12.1％減）となりました。
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〔データベース活用事業〕
封入・同送サービスにおいては、アパレル・雑貨事業における成長鈍化の影響により
減収となりました。ファイナンス事業においては、新規顧客獲得の拡大により増収とな
りました。この結果、当連結会計年度の売上高は15,663百万円（同3.0％増）となりま
した。

〔呉服関連事業〕
衣裳レンタル事業においては、大学卒業式の袴レンタルの拡大により増収となりまし
た。和装販売事業においては、第１四半期より来店顧客数が回復傾向となりましたが、
第３四半期以降は来店顧客数が減少傾向となりました。この結果、当連結会計年度の売
上高は23,772百万円（同0.7％減）となりました。

〔プロパティ事業〕
ホテル事業においては、行政機関による日本国内における移動制限の影響や外国人の
入国規制の影響が前年同時期と比較し縮小したことに加え、前期に新規開業したホテル
の稼働率向上により、大幅な増収となりました。一方で、前年同時期には大規模な海外
不動産の売却があり、大幅な減収影響が出ております。この結果、当連結会計年度の売
上高は19,909百万円（同15.8％増）となりました。

〔その他の事業〕
新型コロナウイルス感染拡大の影響が縮小したことにより、飲食店事業・宿泊予約事
業などが大幅な増収となりました。一方で、アパレル卸売事業が苦戦しました。この結
果、当連結会計年度の売上高は4,084百万円（同3.5％増）となりました。
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事業別売上高 （単位：百万円）

事業区分

第 46 期
（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日～
日）

第 47 期
（2022
2023

年
年
４
３
月
月
１
31
日～
日）

増 減

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比 金 額 増 減 率

通
販
事
業

アパレル・雑貨事業 97,799 44.4％ 88,047 41.4％ △9,751 △10.0％

化粧品健康食品事業 16,048 7.3 14,790 7.0 △1,258 △7.8

グ ル メ 事 業 30,008 13.6 32,043 15.1 2,035 6.8

ナ ー ス 関 連 事 業 16,002 7.3 14,064 6.6 △1,937 △12.1

データベース活用事業 15,203 6.9 15,663 7.4 459 3.0

小 計 175,062 79.5 164,609 77.5 △10,452 △6.0

呉 服 関 連 事 業 23,929 10.9 23,772 11.2 △156 △0.7

プ ロ パ テ ィ 事 業 17,189 7.8 19,909 9.4 2,720 15.8

そ の 他 の 事 業 3,947 1.8 4,084 1.9 137 3.5

合 計 220,128 100.0 212,376 100.0 △7,751 △3.5

（注）１．事業区分は企業集団内の事業展開を基準として区分しております。
２．事業の主な内容
（1）アパレル・雑貨事業 衣料品・生活雑貨・家具等生活関連商品の販売及び関連事業
（2）化粧品健康食品事業 化粧品・健康食品等の販売事業
（3）グルメ事業 食品・日本酒・ワインの販売事業
（4）ナース関連事業 看護師向け通販事業、人材紹介事業
（5）データベース活用事業 封入・同送サービス事業、通販代行サービス事業、ファイナンス事業、

物流３ＰＬ事業
（6）呉服関連事業 和装関連商品の店舗販売事業、衣裳レンタル事業
（7）プロパティ事業 不動産賃貸事業、不動産再生・開発事業、ホテル事業、売電事業等
（8）その他の事業 卸売事業、ゴルフ場運営事業、飲食店事業、宿泊予約事業等
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② 設備投資の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、リースを含めて30,596百万
円であり、その主なものは、プロパティ事業におけるホテル開発・取得に伴う投資
17,517百万円、アパレル・雑貨事業における吉見物流センター増築に伴う投資8,349百
万円であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度におきまして、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行
と、総額79,449百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等を締結しておりま
す。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は54,501百万円であります。

（2）財産及び損益の状況 （単位：百万円）

区 分
第 44 期

( 2019年４月１日
～2020年３月31日 )

第 45 期
( 2020年４月１日
～2021年３月31日 )

第 46 期
( 2021年４月１日
～2022年３月31日 )

第 47 期
( 2022年４月１日
～2023年３月31日 )

売 上 高 179,948 206,499 220,128 212,376

経 常 利 益 10,365 16,872 14,537 12,459
親会社株主に帰属
する当期純利益 5,862 11,036 10,204 7,417

１株当たり当期純利益 60.62円 114.17円 105.55円 76.71円

総 資 産 223,128 240,211 254,178 285,592

純 資 産 102,525 113,231 119,044 126,436

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。
２．第46期より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用し
ており、第46期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当事項はありません。
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② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

㈱ リ フ レ 10百万円 100％ 健康食品事業
㈱ オ ー ジ オ 100百万円 100％ 化粧品事業
フ レ ン ド リ ー ㈱ 50百万円 100％ 卸売事業
㈱ サ ン ス テ ー ジ 10百万円 100％ ファイナンス事業
㈱ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ａ Ｎ わ も の や 100百万円 100％ 和装関連商品販売事業
㈱ エ ル ド ラ ド 10百万円 100％ ゴルフ場運営事業
㈱ テ キ サ ス 10百万円 100％ 不動産売買・賃貸事業
㈱ ナ ー ス ス テ ー ジ 39百万円 100％ 看護師向け通販事業
㈱ グ ラ ン ベ ル ホ テ ル 10百万円 ※100％ ホテル運営事業
丸 長 ㈱ 80百万円 100％ 輸入品販売事業
㈱ カ リ フ ォ ル ニ ア 9百万円 100％ 不動産賃貸事業
㈱ マ イ ム 16百万円 100％ 衣裳レンタル事業
さが美グループホールディングス㈱ 100百万円 100％ 和装関連商品販売事業
㈱ ア イ シ ー ネ ッ ト 13百万円 100％ ブランド品通販事業
㈱ セ レ ク ト 40百万円 100％ アパレル品通販事業
合 同 会 社 最 上 ジ オ エ ナ ジ ー 10百万円 ※94.94％ 売電・電力供給事業
INYA CAPITAL PTE.LTD. 25,682千米ドル 95.51％ 不動産開発事業
BELLUNA CAPITAL, INC. 34,547千米ドル ※100％ 不動産開発事業
BELLUNA CORONA LLC 600千米ドル ※100％ 不動産開発事業
GRANBELL CORONA LLC 400千米ドル ※100％ 不動産開発事業
BELLUNA LANKA PVT.LTD. 26,852百万ＬＫＲ 100％ 不動産開発事業
MIRIANDHOO MALDIVES RESORTS PVT.LTD. 65,857千米ドル 97.71％ ホテル事業
LAKE LEISURE HOLDINGS PVT.LTD. 3,983百万ＬＫＲ ※100％ 不動産開発事業
UNION PLACE APARTMENTS PVT.LTD. 6,917百万ＬＫＲ ※100％ 不動産開発事業
GALLE HERITAGE LANKA PVT.LTD. 3,036百万ＬＫＲ ※94.05％ ホテル事業
MARINE DRIVE HOTELS PVT.LTD. 9,732百万ＬＫＲ ※95.54％ ホテル事業
JOBSTUDIO PTE.LTD. 150千ＳＧＤ 100％ 人材紹介事業
（注） ※印は間接所有を含む比率であります。
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③ 重要な企業結合等の状況
2023年３月30日付けで、合同会社最上ジオエナジーの出資持分取得により、連結子会

社といたしました。

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社グループは、環境の変化に対応しながら、更なる成長を実現すべく経営基盤を強化し

て参ります。次期におきましては、新型コロナウイルスの５類感染症への移行に伴う国内経
済活動の正常化や外出・旅行需要の高まりに対応すると共に、世界的な資源価格の高騰や欧
米各国の金融引き締めに伴う原材料価格・資材価格の高騰や為替変動に対応し、事業の継続
性・安定性・収益性・成長性の確保を目指します。

① 継続性・安定性の確保
国内経済活動の正常化や外出・旅行需要の高まりの影響及び原材料価格・資材価格の高
騰や為替変動の影響は、事業種別・商品カテゴリ種別により異なります。外部環境の変化
に対応し、当社グループの経営資源の配分最適化を行います。
② 収益性・成長性の確保
通信販売（アパレル・雑貨事業、化粧品健康食品事業、グルメ事業、ナース関連事業）
顧客需要の変化及び原価・資材費上昇に対応し、新たな価値を生む商品及びサービスの

投入を進めると共に、品揃え・媒体の最適化を行います。
データベース活用事業
アパレル・雑貨事業におけるカタログ発行部数の減少に対応し、封入・同送サービス及
び通販代行サービスにおける新サービスを開発し、新規顧客拡大を進めます。
呉服関連事業
外出・セレモニー需要の高まりを見据え、新たなサービスの開発及び集客施策の強化に
より提供価値を高めると共に、顧客認知を高め、成長性引き上げを目指します。
プロパティ事業
外出・旅行需要の高まりを見据え、集客施策の強化を行うと共に、運営キャパシティの
拡張を行い、ホテル事業の大幅成長を目指します。また、2023年３月に取得した北海道
のホテルや、2023年４月より一部稼働をスタートした銀座のホテル等複合施設の安定稼
働を目指します。
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（5）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループは、当社と連結子会社57社により構成されており、経営資源の有効活用に

よって様々なニーズに応えたサービスを展開する通販総合商社を目指して展開しておりま
す。当社グループは「アパレル・雑貨事業」、「化粧品健康食品事業」、「グルメ事業」、「ナー
ス関連事業」、「データベース活用事業」、「呉服関連事業」、「プロパティ事業」、「その他の事
業」の８つを報告セグメントとしております。
事業内容及び当社と子会社の事業に係る位置付けは次のとおりであります。

区 分 主 な 事 業 内 容 会 社 名

アパレル・雑貨事業 衣料品・生活雑貨・家具等生活
関連商品の販売及び関連事業 当社、㈱アイシーネット、丸長㈱、㈱セレクト

化粧品健康食品事業 化粧品・健康食品等の販売事業 ㈱リフレ、㈱オージオ

グ ル メ 事 業 食品・日本酒・ワインの販売事
業 当社

ナ ー ス 関 連 事 業 看護師向け通販事業、人材紹介
事業 ㈱ナースステージ、JOBSTUDIO PTE.LTD.

データベース活用事業
封入・同送サービス事業、通販
代行サービス事業、ファイナン
ス事業、物流３ＰＬ事業

当社、㈱サンステージ

呉 服 関 連 事 業 和装関連商品等の店舗販売事
業、衣裳レンタル事業

㈱ＢＡＮＫＡＮわものや、
さが美グループホールディングス㈱、㈱マイム

プ ロ パ テ ィ 事 業
不動産賃貸事業、不動産再生・
開発事業、ホテル事業、売電事
業等

当社、㈱テキサス、㈱オージオ、
㈱グランベルホテル、㈱カリフォルニア、
さが美グループホールディングス㈱、
合同会社最上ジオエナジー、
INYA CAPITAL PTE.LTD.、
BELLUNA CAPITAL,INC.、
BELLUNA CORONA LLC、
GRANBELL CORONA LLC、
BELLUNA LANKA PVT.LTD.、
MIRIANDHOO MALDIVES RESORTS PVT.LTD.、
LAKE LEISURE HOLDINGS PVT.LTD.、
UNION PLACE APARTMENTS PVT.LTD.、
GALLE HERITAGE LANKA PVT.LTD.、
MARINE DRIVE HOTELS PVT.LTD.

そ の 他 の 事 業 卸売事業、ゴルフ場運営事業、
飲食店事業、宿泊予約事業等 当社、フレンドリー㈱、㈱エルドラド

（注） 封入・同送サービス事業とは、他社のダイレクトメール等を当社の発送する商品又はカタログ等に同梱
する事業であります。
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（6）主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）

当 社
本 社 埼玉県上尾市
物 流 セ ン タ ー 埼玉県比企郡吉見町、栃木県鹿沼市
営 業 所 埼玉県上尾市、埼玉県鴻巣市、東京都中央区

㈱ リ フ レ 本 社 埼玉県上尾市
㈱ オ ー ジ オ 本 社 埼玉県上尾市
フ レ ン ド リ ー ㈱ 本 社 群馬県高崎市
㈱ サ ン ス テ ー ジ 本 社 埼玉県上尾市
㈱ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ａ Ｎ わ も の や 本 社 埼玉県上尾市
㈱ エ ル ド ラ ド 本 社 埼玉県上尾市
㈱ テ キ サ ス 本 社 埼玉県上尾市
㈱ ナ ー ス ス テ ー ジ 本 社 大阪府大阪市
㈱ グ ラ ン ベ ル ホ テ ル 本 社 東京都中央区
丸 長 ㈱ 本 社 静岡県三島市
㈱ カ リ フ ォ ル ニ ア 本 社 埼玉県上尾市
㈱ マ イ ム 本 社 東京都杉並区
さが美グループホールディングス㈱ 本 社 神奈川県横浜市
㈱ ア イ シ ー ネ ッ ト 本 社 東京都八王子市
㈱ セ レ ク ト 本 社 大阪府大阪市
合 同 会 社 最 上 ジ オ エ ナ ジ ー 本 社 東京都江東区
INYA CAPITAL PTE.LTD. 本 社 シンガポール共和国
BELLUNA CAPITAL, INC. 本 社 アメリカ合衆国
BELLUNA CORONA LLC 本 社 アメリカ合衆国
GRANBELL CORONA LLC 本 社 アメリカ合衆国
BELLUNA LANKA PVT.LTD. 本 社 スリランカ民主社会主義共和国
MIRIANDHOO MALDIVES RESORTS PVT.LTD. 本 社 モルディブ共和国
LAKE LEISURE HOLDINGS PVT.LTD. 本 社 スリランカ民主社会主義共和国
UNION PLACE APARTMENTS PVT.LTD. 本 社 スリランカ民主社会主義共和国
GALLE HERITAGE LANKA PVT.LTD. 本 社 スリランカ民主社会主義共和国
MARINE DRIVE HOTELS PVT.LTD. 本 社 スリランカ民主社会主義共和国
JOBSTUDIO PTE.LTD. 本 社 シンガポール共和国
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（7）使用人の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

通
販
事
業

ア パ レ ル ・ 雑 貨 事 業 674（1,280）名 17（△178）名
化 粧 品 健 康 食 品 事 業 61（157） 1（△9）
グ ル メ 事 業 103（166） 8（2）
ナ ー ス 関 連 事 業 116（155） △2（△23）
デ ー タ ベ ー ス 活 用 事 業 167（481） 44（89）
小 計 1,121 (2,239） 68 (△119）

呉 服 関 連 事 業 1,401（36） △96（△162）
プ ロ パ テ ィ 事 業 837（196） 157（78）
そ の 他 の 事 業 73（66） 1（12）
全 社 （共 通） 147（50） 5（2）

合 計 3,579（2,587） 135（△189）
（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。
② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
728（722）名 38（△96）名 37.5歳 12.2年

（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

（8）主要な借入先の状況（2023年３月31日現在） （単位：百万円）
借 入 先 借 入 額

㈱ 三 井 住 友 銀 行 27,717
㈱ み ず ほ 銀 行 20,397
㈱ 埼 玉 り そ な 銀 行 11,523
㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 10,988
農 林 中 央 金 庫 4,240

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2023年05月30日 14時49分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 13 ―

２．会社の現況
（1）株式の状況（2023年３月31日現在）
① 発行可能株式総数 260,000,000株
② 発行済株式の総数 97,244,472株
③ 株主数 27,064名
④ 大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

㈱フレンドステージアセットマネジメント 41,383千株 42.8％
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
（PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO） 6,121 6.3

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 6,038 6.2

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 3,230 3.3

安 野 清 2,916 3.0

安 野 公 2,914 3.0

㈱ 三 井 住 友 銀 行 2,246 2.3
野 村 信 託 銀 行 ㈱
（退 職 給 付 信 託 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 口） 1,968 2.0

ベ ル ー ナ 共 栄 会 1,591 1.6

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 1,164 1.2

（注） 持株比率は自己株式（554,248株）を控除して計算しております。
⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した譲渡制限付株式報酬の内容は次のとおりです。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 4,809株 4名

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 363 3
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（2）新株予約権等の状況
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役の状況（2023年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 安 野 清 ㈱グランベルホテル代表取締役
㈱フレンドステージ代表取締役

取 締 役 安 野 雄 一 朗 専務執行役員総務本部長兼管理本部長
㈱ナースステージ代表取締役

取 締 役 宍 戸 順 子 執行役員社長室長兼企画担当
㈱エルドラド代表取締役

取 締 役 松 田 智 博
執行役員受託事業本部長
㈱サンステージ代表取締役
丸長㈱代表取締役

取 締 役 宮 下 正 義 執行役員経営企画室長
フレンドリー㈱代表取締役

取締役（監査等委員） 山 縣 秀 樹 弁護士

取締役（監査等委員） 渡 部 行 光 公認会計士・税理士

取締役（監査等委員） 浜 本 淳 子 ㈱アメージング・ジャパン代表取締役

（注）１．取締役（監査等委員）山縣秀樹、渡部行光及び浜本淳子の３氏は、社外取締役であります。
なお、当社は、取締役（監査等委員）山縣秀樹、渡部行光及び浜本淳子の３氏を株式会社東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２．取締役（監査等委員）山縣秀樹氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見
を有しております。

３．取締役（監査等委員）渡部行光氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

４．取締役（監査等委員）浜本淳子氏は、金融機関における専門的な知見に加え、企業経営・組織運営に
おける豊富な経験を有しております。

５．取締役（監査等委員）浜本淳子氏の戸籍上の氏名は、森淳子であります。
６．山内雅人、高橋亮吾及び浅沼泰匡の３氏は、2022年６月28日開催の第46回定時株主総会終結の時を
もって、取締役を任期満了により退任いたしました。

７．萩原康雄氏は、2022年６月28日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取
締役を辞任により退任いたしました。
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② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすると
ともに、有用な人材を迎えることができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員
等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、また

は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填の
対象としております。

③ 当事業年度に係る取締役の報酬等
イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2023年５月12日の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る
決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に
機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては
各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締
役の報酬は、金銭報酬としての基本報酬および非金銭報酬等により構成し、支払うこと
としております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて当
社の業績、従業員の給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
非金銭報酬等の内容および金額または株式数の算定方法の決定に関しては、譲渡制限
付き株式報酬とし、基本報酬等を考慮しながら、総合的に勘案して年１回決定しており
ます。
取締役の報酬等の種類別の割合については、役位、役割、業績を勘案し、取締役（監

査等委員を除く。）については取締役会にて、監査等委員である取締役については、監
査等委員である取締役の協議によって決定しております。
取締役の個人別報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体
的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額と
しております。代表取締役社長は、構成員の半数以上を社外取締役としている指名報酬
委員会へ個人別報酬額の決定の際、諮問答申を得るものとしております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経
営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判
断したためであります。
なお、取締役（監査等委員を除く。）の非金銭報酬については、取締役会にて取締役
個人別の割当株式数の決議を行い、監査等委員である取締役については、監査等委員会
において決定しております。
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ロ．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第39回定時

株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議い
ただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数
は５名です。また、当該報酬とは別枠で、2018年６月27日開催の第42回定時株主総
会において、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額を年額50百万
円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を
除く。）の員数は５名です。
取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第39回定時株主総
会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点
の取締役（監査等委員）の員数は３名です。また、当該報酬とは別枠で、2018年６月
27日開催の第42回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てのために支給する
金銭報酬の総額を年額５百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結
時点の取締役（監査等委員）の員数は３名です。
ハ．取締役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支 給 人 員
基 本 報 酬 非金銭報酬等

取 締 役（監 査 等 委 員 を
除 く。） 91百万円 82百万円 9百万円 8名

取 締 役（監 査 等 委 員）
（う ち 社 外 取 締 役）

9
（8）

9
（7）

0
（0）

4
（3）

合 計 101 91 9 12

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．非金銭報酬等は、譲渡制限付き株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しており
ます。
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④ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係
該当事項はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
会社における地位 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
（監査等委員） 山 縣 秀 樹

当事業年度に開催された取締役会には、６回中６回（100％）、また、
監査等委員会には、10回中10回（100％）出席し、主に弁護士の経験
及び知見に基づく意見を述べております。

取 締 役
（監査等委員） 渡 部 行 光

当事業年度に開催された取締役会には、６回中６回（100％）、また、
監査等委員会には、10回中10回（100％）出席し、主に公認会計士の
経験及び知見に基づく、企業会計の専門的見地から助言・提言を行って
おります。

取 締 役
（監査等委員） 浜 本 淳 子

社外取締役就任後に開催された取締役会には、5回中5回（100％）、
また、監査等委員会には、８回中８回（100％）出席し、主に企業経営
の経験及び知見に基づく助言・提言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役である山縣秀樹、渡部行光及び浜本淳子の３氏との間で会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額を損害
賠償責任の限度としております。
ニ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役である山縣秀樹氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その経験と
見識によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができたほか、取締役会、監査
等委員会において助言や意見を行っていただきました。また、会計監査人の監査報告
会、社内委員会等にも出席し、弁護士の専門的知見から意見を行っていただきました。
社外取締役である渡部行光氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その経

験と見識によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができたほか、取締役会、
監査等委員会において助言や意見を行っていただきました。また、会計監査人の監査報
告会、社内委員会等にも出席し、企業会計の専門的知見から意見を行っていただきまし
た。
社外取締役である浜本淳子氏は、金融機関における専門的な知見に加え、企業経営に
おける豊富な経験と知見により、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができた
ほか、取締役会、監査等委員会において助言や意見を行っていただきました。また、会
計監査人の監査報告会、社内委員会等にも出席し、その経歴を通じて培われた幅広い知
見から意見を行っていただきました。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 監査法人日本橋事務所

② 報酬等の額
支 払 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 39百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記の金額には、これらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切かどうかについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当
すると認められる場合には、同条の規定に従い、監査等委員全員の同意により会計監査人
を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独
立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると
判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会
計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

④ 当社子会社の会計監査人の状況
当社の重要な海外子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けておりま
す。
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（5）業務の適正を確保するための体制及び運用状況
（業務の適正を確保するための体制）
当社は、取締役会において、「内部統制体制の整備に関する方針」を決議しており、その
内容は以下のとおりであります。
＜内部統制体制に関する基本的な考え方＞
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務で

あると認識し、内部統制システムを構築していく所存であります。

＜内部統制体制の整備状況＞
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
・法務部を中心に全体的なコンプライアンスの推進・教育・研修の実施を行い、すべての
取締役及び使用人がコンプライアンスの精神・考え方を充分理解し、透明な企業風土を
構築する。
・法令違反等の不正行為を未然防止、早期発見・早期解決のために内部通報制度の活用を
促進する。
・内部監査を通じて、業務実施状況の実態を把握し、法令・定款及び社内規程に準拠して
適正・妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥
当であるかを公正不偏に調査・検証する。

② 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程
に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び
文書取扱規程などに基づき、定められた期間保存する。
・個人情報の管理については、プライバシーマークの取得の機会を当社及び主要な子会社
で活用し、ＩＤ・パスワード導入・アクセス制御の設定・アクセスログの管理など情報
システムを構築し、強化を図る。帳票の廃棄処理についてもシュレッダーを設置し、個
人情報の流出を回避すると共に、顧客の信頼を得られる体制を構築する。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準
備することにより、損失の危険を最小限にすべく対応を図る。下記のリスクにおける事業
の継続を確保するため、体制を整備する。
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・火災などの災害により重大な損失を被るリスク
・取締役及び使用人の不適正な業務執行リスク
・基幹コンピュータシステムが正常に機能しないことによるリスク

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営計画を達成するため、取締役の担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図る。
・重要案件については、取締役会の付議前に部門毎のミーティングの積極活用によって、
充分討議を重ね、取締役会に付議し、意思決定を行う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「役職員行動規範」を策定、周知徹底しており、遵守状況についてモニタリングを行う。
・規程に基づき職務権限の割り当て及び人員及びプロセスの業務分掌を合理的に行う。
・各子会社の状況については、会議規程に基づき開催する各経営会議で報告を行うほか、
財務・内部統制、リスクの状況について当社の取締役会に報告する。
・適切な経営管理を行うと共に、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて外部の
法律事務所による専門的見地からアドバイスを受けうる体制を整備する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監

査等委員会と協議の上、適切な人材を配置し、取締役（監査等委員であるものを除く。）
からの独立性を確保するものとする。

⑦ 当社及び子会社の取締役並びに使用人が監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じ社内会議に出席し、重要な報告を受けるこ
とができる。
・当社又は子会社の取締役並びに使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れが
ある事実及び法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、速やかに監査等委員
会に報告する。
・内部通報制度による通報情報や不正事故等の事故情報についても、当該担当者が速やか
に監査等委員会へ報告する。
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⑧ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
当社及び子会社は、前号の報告又は内部通報をした者に対して、当該報告又は当該内部
通報を理由として不利な取扱いを行わない。

⑨ 監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生じた費用等は、職務の執行に必要でないと証明でき

る場合を除き、速やかに処理を行う。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と監査等委員会は、相互の意思疎通を図るため、随時会合していく。
・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と意見交換を密にして連携を保ち、各監
査業務が効率的かつ実効的に行われるように相互協力する。

＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方＞
当社及び子会社では、反社会的勢力排除に向けた取組みについて「役職員行動規範」に

おいて以下のとおり宣言し、これを当社グループ全使用人に周知徹底しております。社会
の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの関与は断固として拒絶し、これらの活動
を助長する行為は一切行わず毅然とした態度で対処する。

＜反社会的勢力排除に向けた整備状況＞
① 当社及び子会社では反社会的勢力による不当要求に対しては、当社法務部で対応してお
ります。

② 法務部を中心に警察署・埼玉企業暴力防止対策協議会・顧問弁護士等との緊密な意思疎
通と連携をもとに反社会的勢力の情報収集、同勢力の排除を進めるとともに、その被害防
止を図っております。

③ 当社及び子会社では「役職員行動規範」を携帯用カードにして全使用人に配布するとと
もに研修等を通じて内容の徹底を図っております。

2023年05月30日 14時49分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 23 ―

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

① コンプライアンス及びリスク管理
・当社は、顧問弁護士を含む９名の委員で構成されたコンプライアンス委員会を設置し、
毎月開催しております。同委員会では、報告された事故情報の共有及び再発防止策の精
査など、全般的なリスク管理やコンプライアンス上の課題について協議しております。
・健全な取引を阻害する違法行為や不正行為の防止・早期発見のために、内部通報制度を
導入しております。同制度に外部窓口（顧問弁護士）を設け、匿名性を担保しておりま
す。通報された内容に応じて、コンプライアンス委員会への上申等を行い、早期解決に
取り組んでおります。
・法務部を中心にコンプライアンスの推進・教育・研修を実施し、透明な企業風土の構築
に取り組んでおります。コンプライアンス意識の向上等を目的とした研修を当事業年度
に合計17回実施いたしました。

② 職務執行の適正及び効率性
・取締役会は、当事業年度に６回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並
びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

③ 監査等委員会に関する運用状況
・監査等委員は、取締役会や重要な会議への出席を通じ、取締役及び執行役員等から業務
執行の報告を受け、職務執行の適正及び効率性を監督いたしました。

・監査等委員会は、当事業年度に10回開催し、内部監査部門が行った監査に関する報告
を受けるほか、内部監査部門と日常的にもコミュニケーションを図り、当社及び子会社
の効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。
・会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告
及び会計監査結果報告の受領並びに適宜情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向
上を図りました。

④ 内部統制及び内部監査に関する運用状況
・財務報告の信頼性を確保するために、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスについ
て、内部統制方針書に基づき評価、改善及び文書化を行い、取締役会はこれらの活動を
定期的に確認いたしました。
・内部監査部門は、年間の監査計画に基づき当社及び子会社の内部監査を定期的に実施い
たしました。監査結果は、代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 122,664 流 動 負 債 64,587
現 金 及 び 預 金 32,111 支 払手形及び買掛金 13,723
受 取 手 形 88 電 子 記 録 債 務 5,442
売 掛 金 10,309 未 払 費 用 15,086
営 業 貸 付 金 29,378 短 期 借 入 金 20,326
有 価 証 券 170 １年内償還予定の社債 20
商 品 及 び 製 品 28,397 リ ー ス 債 務 239
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,530 未 払 法 人 税 等 1,875
販 売 用 不 動 産 5,780 契 約 負 債 3,756
仕 掛 販 売 用 不 動 産 2,893 賞 与 引 当 金 1,028
そ の 他 12,817 店 舗閉鎖損失引当金 13
貸 倒 引 当 金 △811 そ の 他 3,074

固 定 負 債 94,568
社 債 5,020

固 定 資 産 162,928 長 期 借 入 金 85,462
有 形 固 定 資 産 129,495 利 息返還損失引当金 389
建 物 及 び 構 築 物 43,913 リ ー ス 債 務 273
機械装置及び運搬具 6,681 退 職給付に係る負債 160
器 具 及 び 備 品 1,797 役 員退職慰労引当金 249
土 地 46,919 修 繕 引 当 金 94
リ ー ス 資 産 156 資 産 除 去 債 務 1,134
建 設 仮 勘 定 30,027 そ の 他 1,785
無 形 固 定 資 産 10,574 負 債 合 計 159,155
ソ フ ト ウ エ ア 2,406 純 資 産 の 部
の れ ん 1,487 株 主 資 本 129,765
リ ー ス 資 産 352 資 本 金 10,612
そ の 他 6,327 資 本 剰 余 金 10,951
投 資 そ の 他 の 資 産 22,857 利 益 剰 余 金 108,663
投 資 有 価 証 券 14,371 自 己 株 式 △462
長 期 貸 付 金 1,812 その他の包括利益累計額 △4,268
破 産 更 生 債 権 等 179 その他有価証券評価差額金 1,702
繰 延 税 金 資 産 1,396 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 106
そ の 他 5,724 土 地 再 評 価 差 額 金 △7
貸 倒 引 当 金 △627 為 替 換 算 調 整 勘 定 △6,071

退職給付に係る調整累計額 0
非 支 配 株 主 持 分 940
純 資 産 合 計 126,436

資 産 合 計 285,592 負 債 ・ 純 資 産 合 計 285,592
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 212,376
売 上 原 価 86,674
売 上 総 利 益 125,701

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 114,484
営 業 利 益 11,217

営 業 外 収 益
受 取 利 息 103
受 取 配 当 金 301
為 替 差 益 905
助 成 金 収 入 353
投 資 事 業 組 合 運 用 益 72
そ の 他 561 2,297

営 業 外 費 用
支 払 利 息 343
支 払 手 数 料 452
減 価 償 却 費 21
店 舗 閉 鎖 損 失 131
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 13
そ の 他 92 1,055
経 常 利 益 12,459

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 11
投 資 有 価 証 券 売 却 益 18 29

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 317
有 価 証 券 評 価 損 50
減 損 損 失 167 534
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 11,953
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,503
法 人 税 等 調 整 額 △6
当 期 純 利 益 7,456
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 39
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,417

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2022年４月１日 残高 10,612 10,951 103,131 △467 124,228

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,885 △1,885

親会社株主に帰属する当期純利益 7,417 7,417
連結子会社の増加による
非支配株主持分の増減 －

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △0 4 4
連 結 子 会 社 の 減 資
に よ る 持 分 の 増 減 －
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） －

連結会計年度中の変動額合計 － △0 5,531 4 5,536

2023年３月31日 残高 10,612 10,951 108,663 △462 129,765

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計その他有価

証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2022年４月１日 残高 1,373 △18 △7 △7,271 △35 △5,959 775 119,044

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △1,885

親会社株主に帰属する当期純利益 － 7,417
連結子会社の増加による
非支配株主持分の増減 － 100 100

自 己 株 式 の 取 得 － △0

自 己 株 式 の 処 分 － 4
連 結 子 会 社 の 減 資
に よ る 持 分 の 増 減 － △1 △1
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 329 124 1,200 36 1,691 65 1,757

連結会計年度中の変動額合計 329 124 － 1,200 36 1,691 164 7,392

2023年３月31日 残高 1,702 106 △7 △6,071 0 △4,268 940 126,436
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
貯 蔵 品
販 売 用 不 動 産
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

106,859
9,962
6,775
170

17,486
807
900
1,596
65,569
5,686
833

△2,929
143,447
72,270
24,351
253
366
6

175
20,158

98
26,860
3,088
2,466
352
270

68,087
12,301
54,063
662
1,079
△18

流 動 負 債 70,792
支 払 手 形 372
電 子 記 録 債 務 5,442
買 掛 金 7,042
短 期 借 入 金 35,821
１年内返済予定の長期借入金 8,270
未 払 金 838
未 払 費 用 10,311
未 払 法 人 税 等 543
契 約 負 債 621
預 り 金 185
リ ー ス 債 務 209
賞 与 引 当 金 474
そ の 他 657

固 定 負 債 89,932
社 債 5,000
長 期 借 入 金 83,696
役 員退職慰労引当金 249
リ ー ス 債 務 247
資 産 除 去 債 務 123
そ の 他 616

負 債 合 計 160,725
純 資 産 の 部

株 主 資 本 87,888
資 本 金 10,612
資 本 剰 余 金 11,005
そ の 他 資 本 剰 余 金 11,005
利 益 剰 余 金 66,733
利 益 準 備 金 783
そ の 他 利 益 剰 余 金 65,950
別 途 積 立 金 27,183
繰 越 利 益 剰 余 金 38,767

自 己 株 式 △462
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,693
その他有価証券評価差額金 1,586
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 106
純 資 産 合 計 89,582

資 産 合 計 250,307 負 債 ・ 純 資 産 合 計 250,307
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 123,743
売 上 原 価 53,885
売 上 総 利 益 69,857

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 64,670
営 業 利 益 5,187

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,295
為 替 差 益 792
有 価 証 券 利 息 64
助 成 金 収 入 78
そ の 他 の 収 益 538 2,770

営 業 外 費 用
支 払 利 息 546
社 債 利 息 41
減 価 償 却 費 62
支 払 手 数 料 447
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 76
そ の 他 の 費 用 160 1,335
経 常 利 益 6,622

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3 3

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 294
減 損 損 失 113
有 価 証 券 評 価 損 50
関 係 会 社 債 権 放 棄 損 152 611

税 引 前 当 期 純 利 益 6,013
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,855
法 人 税 等 調 整 額 48
当 期 純 利 益 4,109

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他資本剰余金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金
その他利益剰余金

利益剰余金合計別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2022年４月１日 残高 10,612 11,005 11,005 594 27,183 36,731 64,509

事業年度中の変動額

利益準備金の積立 － 188 △188 －

剰 余 金 の 配 当 － △1,885 △1,885

当 期 純 利 益 － 4,109 4,109

自己株式の取得 － －

自己株式の処分 △0 △0 －
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ －

事業年度中の変動額合計 － △0 △0 188 － 2,035 2,224

2023年３月31日 残高 10,612 11,005 11,005 783 27,183 38,767 66,733

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計
2022年４月１日 残高 △467 85,660 1,366 △18 1,347 87,008

事業年度中の変動額

利益準備金の積立 － － －

剰 余 金 の 配 当 △1,885 － △1,885

当 期 純 利 益 4,109 － 4,109

自己株式の取得 △0 △0 － △0

自己株式の処分 4 4 － 4
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ 220 124 345 345

事業年度中の変動額合計 4 2,228 220 124 345 2,574

2023年３月31日 残高 △462 87,888 1,586 106 1,693 89,582

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年５月23日
株 式 会 社 ベ ル ー ナ
取 締 役 会 御 中

監査法人日本橋事務所
東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 渡 邉 均
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 柳 吉 昭
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 森 岡 健 二

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ベルーナの2022年４月１日から2023

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ベルーナ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年５月23日
株 式 会 社 ベ ル ー ナ
取 締 役 会 御 中

監査法人日本橋事務所
東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 渡 邉 均
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 柳 吉 昭
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 森 岡 健 二

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ベルーナの2022年４月１日から

2023年３月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第47期事業年度の取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告い
たします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締

役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月25日

株式会社ベルーナ監査等委員会
監査等委員 山 縣 秀 樹 ㊞
監査等委員 渡 部 行 光 ㊞
監査等委員 浜 本 淳 子 ㊞

（注）監査等委員山縣秀樹、渡部行光及び浜本淳子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する
社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
第47期の期末配当につきましては、安定配当の維持、当期の業績、今後の事業展開等を

総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10.00円といたしたいと存じます。
この場合の配当総額は966,902,240円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（５名）は本定時株主総会終結の時をもっ
て任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員であるものを除く。）５名の選
任をお願いするものであります。
なお、本議案に関し、監査等委員会においては、異論のない旨を確認しております。
取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

当社との
特別利害
関 係

１ 安
や す の き よ し
野 清

（1944年12月14日生）

1977年６月 株式会社友華堂（現当社）設立
当社代表取締役社長（現任）

＜重要な兼職の状況＞
株式会社グランベルホテル 代表取締役
株式会社フレンドステージ 代表取締役

2,916,624株
欄外
（注）
参照

２ 安
や す の ゆ う い ち ろ う
野 雄一朗

（1976年10月15日生）

2001年４月 国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社）入社

2004年４月 当社入社
当社社長室勤務

2005年３月 当社経営企画室長
2009年６月 当社取締役経営企画室長
2010年４月 当社取締役経営企画室担当兼受託事業

本部長
2011年４月 当社取締役常務執行役員新事業本部長

兼受託事業本部長
2012年４月 当社取締役常務執行役員企画本部長

兼新事業本部長兼受託事業本部長
2013年４月 当社取締役常務執行役員マーケティン

グ本部長
2016年６月 当社取締役専務執行役員マーケティン

グ本部長
2020年４月 当社取締役専務執行役員総務本部長

兼マーケティング本部長
2021年４月 当社取締役専務執行役員総務本部長

兼管理本部長（現任）
＜重要な兼職の状況＞
株式会社ナースステージ 代表取締役

143,047株 なし

2023年05月30日 14時49分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 40 ―

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

当社との
特別利害
関 係

３ 宍
し し ど じ ゅ ん こ
戸 順 子

（1958年５月22日生）

1986年８月 株式会社友華堂（現当社）入社
1993年４月 当社企画本部第一企画室参事
1996年４月 当社企画本部第一企画室顧問
1997年６月 当社取締役企画担当
2011年４月 当社取締役執行役員社長室長兼企画担当

（現任）
＜重要な兼職の状況＞
株式会社エルドラド 代表取締役

45,496株 なし

４ 松
ま つ だ と も ひ ろ
田 智 博

（1972年２月２日生）

1996年４月 ＮＩＳグループ株式会社入社
2008年５月 当社入社

当社経営企画室勤務
2010年10月 当社経営企画室長
2011年４月 当社執行役員管理本部長
2013年４月 当社執行役員管理本部長兼総務本部長
2015年４月 当社執行役員管理本部長
2015年６月 当社取締役執行役員管理本部長
2016年４月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務本

部長
2020年４月 当社取締役執行役員管理本部長
2021年４月 当社取締役執行役員受託事業本部長
2023年４月 当社取締役執行役員経営企画室長

兼受託事業本部長（現任）
＜重要な兼職の状況＞
株式会社サンステージ 代表取締役
丸長株式会社 代表取締役
フレンドリー株式会社 代表取締役

9,495株 なし
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

当社との
特別利害
関 係

５ 宮
み や し た ま さ よ し
下 正 義

（1981年11月24日生）

2005年４月 当社入社
経営企画室勤務

2008年４月 株式会社ナースリー経営企画室勤務
2010年１月 株式会社ナースリー経営企画室部長代理
2013年４月 当社経営企画室参事
2013年８月 当社経営企画室参事兼ディストリビュー

ション本部業務推進室参事
2015年４月 当社経営企画室課長
2019年９月 当社経営企画室長
2020年６月 当社取締役執行役員経営企画室長
2022年７月 当社取締役執行役員経営企画室長

兼ＥＣ事業本部長
2023年４月 当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長

（現任）

1,921株 なし

（注）１．取締役候補者安野清氏は、株式会社フレンドステージ代表取締役を兼務し、当社は同社との間に業務
委託等の取引があります。
なお、その他の取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．2018年４月１日付で、株式会社アンファミエと株式会社ナースリーを合併して、商号を株式会社ナー
スステージに変更しております。

３．当社は、取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有
用な人材を迎えることができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ
＆Ｏ保険）契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務に関し責
任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害につ
いて補填の対象としております。なお、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。
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第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
現任監査等委員である取締役山縣秀樹氏及び渡部行光氏は本定時株主総会終結の時をもっ
て任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするも
のであります。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

当社との
特別利害
関 係

１ 山
や ま が た ひ で き
縣 秀 樹

（1970年９月６日生）

2000年10月 弁護士登録
2000年10月 丸の内南法律事務所入所（現任）

（旧成富総合法律事務所）
2015年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

470株 なし

２ 渡
わ た べ ゆ き み つ
部 行 光

（1952年４月10日生）

1978年３月 公認会計士登録
1978年８月 税理士登録
1994年６月 当社監査役就任
1995年12月 渡部税務会計事務所所長（現任）
2015年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

470株 なし

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者山縣秀樹氏及び取締役候補者渡部行光氏は、社外取締役候補者であります。
なお、当社は、取締役候補者山縣秀樹氏及び取締役候補者渡部行光氏を株式会社東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．社外取締役候補者山縣秀樹氏は、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地か
ら当社の経営全般に的確な助言をいただいております。
過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適
切に遂行いただけるものと判断しております。選任後は、社外取締役として、弁護士の経験や見識を
活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、当社の経営やガバナンス体制等に対する意見や助言
を行うという役割を期待しております。

４．社外取締役候補者渡部行光氏は、公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に
活かし、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただいております。
過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適
切に遂行いただけるものと判断しております。選任後は、社外取締役として、公認会計士の経験や見
識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、当社の経営やガバナンス体制等に対する意見や
助言を行うという役割を期待しております。

５．社外取締役候補者山縣秀樹氏の当社社外取締役（監査等委員）就任期間は、本定時株主総会終結の時
をもって８年となります。

６．社外取締役候補者渡部行光氏の当社社外取締役（監査等委員）就任期間は、本定時株主総会終結の時
をもって８年となります。
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７．当社は、取締役候補者山縣秀樹氏及び渡部行光氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に損害賠償責任の
限度額は、会社法第425条第１項に定める額を損害賠償責任の限度としております。
当社は、本定時株主総会において、取締役候補者山縣秀樹氏及び渡部行光氏が再任された場合、両氏
との間で当該契約を継続する予定であります。

８．当社は、取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有
用な人材を迎えることができるよう、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ
＆Ｏ保険）契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務に関し責
任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害につ
いて補填の対象としております。なお、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。

以 上
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日 時 2023年６月28日（水曜日）午前10時

場 所 埼玉県上尾市宮本町４番２号
株式会社ベルーナ本社９階

交通のご案内 ＪＲ高崎線 上尾駅下車東口 徒歩２分

株式会社ベルーナ
埼玉県上尾市宮本町４番２号
https://www.belluna.co.jp/
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電子提供措置の開始日2023年６月２日

株 主 各 位

第47回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

第47期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
① 連結計算書類の連結注記表
② 計算書類の個別注記表

株式会社ベルーナ
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 57社
・主要な連結子会社の名称 株式会社リフレ

株式会社オージオ
フレンドリー株式会社
株式会社サンステージ
株式会社ＢＡＮＫＡＮわものや
株式会社エルドラド
株式会社テキサス
株式会社ナースステージ
株式会社グランベルホテル
丸長株式会社
株式会社カリフォルニア
株式会社マイム
さが美グループホールディングス株式会社
株式会社アイシーネット
株式会社セレクト
合同会社最上ジオエナジー
INYA CAPITAL PTE.LTD.
BELLUNA CAPITAL,INC.
BELLUNA CORONA LLC
GRANBELL CORONA LLC
BELLUNA LANKA PVT.LTD.
MIRIANDHOO MALDIVES RESORTS PVT.LTD.
LAKE LEISURE HOLDINGS PVT.LTD.
UNION PLACE APARTMENTS PVT.LTD.
GALLE HERITAGE LANKA PVT.LTD.
MARINE DRIVE HOTELS PVT.LTD.
JOBSTUDIO PTE.LTD.

② 主要な非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 株式会社ヒューマンリソースマネジメント他
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から
除外しております。
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（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の状況
・持分法適用の関連会社数 １社
・主要な会社等の名称 MB LOTUS LLC
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称 株式会社ヒューマンリソースマネジメント他
・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に与える影響が軽微であ
り、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外
しております。

（3）連結の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度より、新たに株式を取得した株式会社レーベル、株式会社レーベルロジスティクス、株式

会社Ｒ＆Ｍ、新たに出資持分を取得した合同会社最上ジオエナジーを連結の範囲に含めております。
また、LABB CAPITAL LLCは清算結了したため、連結の範囲から除いております。なお、清算結了まで

の損益計算書については連結しております。
（4）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、BELLUNA CAPITAL,INC.、MADISON GRANBELL LLC、BELLUNA CORONA
LLC、GRANBELL CORONA LLC、GRANBELL EUCLID LLC、 歐 姫 兒 股 份 有 限 公 司、BELLUNA
HONOLULU LLC、BELLUNA LOTUS LLC、 奈 絲 思 特 吉 股 份 有 限 公 司、JOBSTUDIO PTE.LTD.、
BELLUNA BIMAC LLC、PASATERRA HOLDINGS EUCLID LLCの決算日は12月31日でありますが、連
結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の決算日に係る計算書類を基礎として連結を行っ
ております。
ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

（5）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外
のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商
品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について
は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算
書を基礎とし、持分相当額の損益を取り込む方法によっております。
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ロ．デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）
時価法

ハ．棚卸資産
・商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）
・原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
・販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）
・仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、在外連結子会社は定額法
を採用しております。
ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
また、一部の機械装置において定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。
ハ．リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
ます。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に
負担すべき額を計上しております。

ハ．利息返還損失引当金 利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息部分の顧客からの返還請
求に備えるため、当連結会計年度末における将来の返還請求発生見込
額を計上しております。

二．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。
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ホ．修繕引当金 将来の修繕に要する支出に備えるため、修繕計画において合理的に見
積もった修繕額のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上してお
ります。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属
方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま
での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっておりま
す。

ロ．数理計算上の差異の費用処
理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生連
結会計年度から費用処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便
法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 収益および費用の計上基準
イ．通信販売（アパレル・雑貨事業、化粧品健康食品事業、グルメ事業、ナース関連事業）
主に、アパレル・雑貨事業では衣料品・生活雑貨・家具等の生活用品を、化粧品健康食品事業では化
粧品や健康食品を、グルメ事業では食料品・日本酒・ワインを、ナース関連事業では看護師向け用品
を、それぞれカタログ・ネット・新聞広告・テレビを媒体とした通信販売を行っております。これらの
商品の販売においては、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する代替
的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。
ロ．データベース活用事業
主に、外部事業者向けにチラシ等のカタログ同送・商品同梱サービスや通販代行サービス（受注代

行・物流代行・カタログ発送代行）、個人向け消費者金融事業を行っております。外部事業者向けサー
ビスでは契約における提供役務の完了時点において、消費者金融事業においては期間経過に伴って収益
を認識しております。

ハ．呉服関連事業
主に、和装関連商品の販売及びレンタルを行っております。これらの商品の販売及びレンタルにおい
ては、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
二．プロパティ事業
主に、ホテルにおける宿泊サービス及び付随サービスの提供、不動産の賃貸・再生開発を行っており
ます。ホテルにおける宿泊サービス及び付随サービスの提供においては、宿泊サービスの提供時点に
て、不動産の賃貸においては契約に基づく賃貸期間に応じて、再生開発事業においては物件の所有権移
転時点にて収益を認識しております。
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⑥ のれんの償却方法に関する事項
のれんの償却については、５年～10年の定額法により償却を行っております。

⑦ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針
社内規定に基づき、為替変動リスクを軽減するための実需の範囲内でヘッジ取引を行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
予定取引について同一通貨の為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による相関関係は

完全に確保されておりますので、有効性の評価を省略しております。
⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
適用することといたしました。これによる連結計算書類への影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
１．固定資産の減損に係る見積り
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
科目名 金額

減損損失 167
有形固定資産 129,495
無形固定資産 10,574

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、主にアパレル・雑貨事業、ナース関連事業、呉服関連事業、プロパティ事業等で重要な
資産を有しており、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては回収可能額
まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能額の算定にあたっては、決算時点で
入手可能な情報や資料に基づき合理的に判断しておりますが、新型コロナウイルスの影響等、将来の不確実
な経済条件の変動により、利益計画の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類にお
いて追加の減損損失が発生する可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性に係る見積り
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
科目名 金額

繰延税金資産 1,396

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得の見積りと実行可能なタックスプランニングを考慮
し、繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能額の算定にあたっては、決算時点で入手可
能な情報や資料に基づき合理的に判断しておりますが、新型コロナウイルスの影響等、将来の不確実な経済
条件の変動により、利益計画及び課税所得の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書
類において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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２．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

販売用不動産 743百万円
仕掛販売用不動産 2,893百万円
建物及び構築物 18,536百万円
機械装置及び運搬具 5,639百万円
土地 23,294百万円
建設仮勘定 11,833百万円
借地権 675百万円
合計 63,616百万円

上記に対する債務は次のとおりであります。
短期借入金 5,666百万円
長期借入金 70,152百万円
合計 75,819百万円

（2）圧縮記帳額
国庫補助金等により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりで
あります。
建物及び構築物 339百万円
器具及び備品 0百万円
合計 340百万円

（3）有形固定資産の減価償却累計額 31,114百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。

（4）財務制限条項
連結借入金残高のうち、59,644百万円の借入契約に、前連結会計年度末の純資産額（連結）の75％以上
を維持する等の財務制限条項が付されております。

（5）連帯保証債務
金融機関からの借入金に対して、次のとおり連帯保証を行っております。
㈱守礼 63百万円
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末
株式数

普 通 株 式 97,244千株 －千株 －千株 97,244千株

（2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末
株式数

普 通 株 式 559千株 ０千株 ５千株 554千株
（注）１．普通株式の自己株式数の増加０千株は、単元未満株式買取りによるものであります。

２．普通株式の自己株式数の減少５千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであ
ります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
イ．2022年６月28日開催の第46回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 918百万円
・１株当たり配当金額 ９円50銭
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月29日

ロ．2022年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 966百万円
・１株当たり配当金額 10円00銭
・基準日 2022年９月30日
・効力発生日 2022年12月２日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2023年６月28日開催の第47回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 966百万円
・１株当たり配当金額 10円00銭
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月29日
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４．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達し、一時的な余
資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は、主に外貨建営業債務に係る為替変
動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、営業貸付金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リス
クに関しては、審査基準に基づき与信管理を行うとともに、期日管理及び残高管理もあわせて行っており
ます。また、有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価
を把握して、代表取締役に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払費用は、そのほとんどが１年以内の支払期日
であります。また、その一部は輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております
が、デリバティブ取引で当該リスクの一部をヘッジしております。借入金は主に事業計画に必要な資金の
調達であります。借入金については金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、通貨スワ
ップ取引を行っております。なお、デリバティブ取引については、取引権限や限度額を定めたデリバティ
ブ取引管理規程に基づき行い、定期的に取引状況、残高等を把握、確認しております。
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注）参照）。
現金及び預金については、現金であること、及び「預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛
金」、「電子記録債務」、「短期借入金」については、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を
省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（※２） 時 価（※２） 差 額

（1）営業貸付金 29,378
貸倒引当金（※１） △505
小計 28,873 29,365 491

（2）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,365 10,365 －

（3）長期借入金 （85,462） （85,408） △53
（4）１年内償還予定の社債 （20） （20） －
（5）社債 （5,020） （4,996） △23
デリバティブ取引（※３） 153 153 －

（※１）営業貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（ ）で示しております。

（注）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 1,959
投資事業組合出資金 2,216
これらについては、「（2）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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５．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 5,535 － － 5,535
債券 － 1,054 － 1,054
その他 3,657 118 － 3,776

資産計 9,192 1,172 － 10,365
デリバティブ取引
通貨関連 － 153 － 153

デリバティブ取引計 － 153 － 153
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
営業貸付金 － 29,365 － 29,365

資産計 － 29,365 － 29,365
長期借入金 － 85,408 － 85,408
１年内償還予定の社債 － 20 － 20
社債 － 4,996 － 4,996

負債計 － 90,424 － 90,424

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
投資有価証券のうち、株式は相場価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１に分類しております。一方で、債券に関しては、公表された相場価格を用いていたとしても、
市場が活発でないため、その時価をレベル２に分類しております。
投資信託について、活発な市場が存在する上場投資信託等についてはレベル１に分類しております。ま

た、活発な市場がないものの、証券会社等の店頭で売買されたものは証券会社が公表する価額を用いて評価
し、レベル２に分類しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約）であり、取引金融機関から提示された価格により算定し
ております。評価技法で用いている主なインプットは、為替レート、ボラティリティ等であります。観察で
きないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しております。

営業貸付金
営業貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシ
ュフローと国債の利率、契約利率を基に算定しており、レベル２に分類しております。

社債及び1年内償還予定の社債
社債の時価は、金融機関からの観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２に分類しておりま
す。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に算定
しており、レベル２に分類しております。
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６．賃貸等不動産に関する注記
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用
オフィスビルや賃貸用商業施設を所有しております。なお、賃貸用オフィスビルの一部については、当社が
使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上
額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 当 連 結 会 計

年 度 末 時 価当 連 結 会 計
年 度 期 首 残 高

当 連 結 会 計
年 度 増 減 額

当 連 結 会 計
年 度 末 残 高

賃貸等不動産 21,506 △4,034 17,472 21,553

賃貸等不動産として
使用される部分を含
む不動産

378 366 744 589

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２．当連結会計年度末の賃貸等不動産の主な減少は、賃貸使用から自社使用への用途変更3,465百万円、
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産への用途変更377百万円によるものであります。

３．当連結会計年度末の賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額には、資産除去債務18百万円を含んでおり
ます。

４．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基
づく金額によります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市
場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を
用いて調整した金額によっております。また、重要性が乏しいものについては、一定の評価額や適切
に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価としております。
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また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する2023年３月期におけ
る損益は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他
（売却損益等）

賃貸等不動産 1,651 600 1,051 △33

賃貸等不動産として
使用される部分を含
む不動産

39 21 17 －

（注）１．賃貸等不動産のその他（売却損益等）は、減損損失（特別損失として33百万円）であります。
２．賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使
用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る
費用（減価償却費、修繕費、租税公課、支払手数料等）については、賃貸費用に含まれております。

７．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

収益認識の時期別及び契約形態別に分解した金額は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

通販事業
呉服関連
事業

プロパテ
ィ事業

その他の
事業

連結計
算書類
計上額

アパレ
ル・雑貨
事業

化粧品
健康食品
事業

グルメ
事業

ナース
関連事業

データ
ベース
活用事業

小計

売上高

一時点で移転され
る財又はサービス

88,047 14,790 32,043 14,064 10,684 159,631 23,772 18,030 4,084 205,518

顧客との契約から
生じる収益 88,047 14,790 32,043 14,064 10,684 159,631 23,772 18,030 4,084 205,518

その他の収益 － － － － 4,978 4,978 － 1,878 － 6,857

外部顧客への売上高 88,047 14,790 32,043 14,064 15,663 164,609 23,772 19,909 4,084 212,376

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 （5）会計方針に関する事項 ⑤収益および費

用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。
契約負債（期首残高） 5,439百万円
契約負債（期末残高） 3,756百万円

契約負債は、主に、商品及びサービスにかかる顧客からの前受金に関するものであります。契約負債
は、収益の認識に伴い取り崩されます。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な取引がないため、

実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,297円92銭
（2）１株当たり当期純利益 76円71銭

９．企業結合に関する注記
取得による結合

（1）企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 合同会社最上ジオエナジー
事業の内容 地熱発電による売電事業

② 企業結合を行った主な理由
当社は、合同会社最上ジオエナジーの出資持分を取得することにより、地球環境保護活動の一環とし
て、埼玉県・栃木県・群馬県にて行っている既存の太陽光発電事業に加えて、更なる事業の拡大を行うと
ともに、当社グループの再生可能エネルギーに関連する事業の推進を企図しております。
③ 企業結合日
2023年３月30日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする出資持分取得

⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
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⑥ 取得した出資持分比率
企業結合日直前に所有していた出資持分比率 － ％
企業結合日に取得した出資持分比率 94.94 ％
取得後の出資持分比率 94.94 ％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社による現金を対価として出資持分を取得したことによるものです。

（2）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2023年３月30日から2023年３月31日まで

（3）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 現金及び預金 1,880 百万円
取得原価 1,880 百万円

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
② 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
③ その他有価証券
・市場価格のない株式等以外
のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商
品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について
は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算
書を基礎とし、持分相当額の損益を取り込む方法によっております。

④ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）
時価法

⑤ 棚卸資産
・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）
・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
・販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。
③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
ます。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末に負
担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

・退職給付見込額の期間帰属
方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処
理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生事
業年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異の計算書類における取扱いが連結計算書類と
異なります。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。

（4）収益および費用の計上基準
① 通信販売（アパレル・雑貨事業、グルメ事業）
主に、アパレル・雑貨事業では衣料品・生活雑貨・家具等の生活用品を、グルメ事業では食料品・日本
酒・ワインを、それぞれカタログ・ネット・新聞広告・テレビを媒体とした通信販売を行っております。
これらの商品の販売においては、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関す
る代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。
② データベース活用事業
主に、外部事業者向けにチラシ等のカタログ同送・商品同梱サービスや通販代行サービス（受注代行・
物流代行・カタログ発送代行）を行っております。外部事業者向けサービスでは契約における提供役務の
完了時点において収益を認識しております。
③ プロパティ事業
主に、不動産の賃貸・再生開発を行っております。不動産の賃貸においては契約に基づく賃貸期間に応
じて、再生開発事業においては物件の所有権移転時点にて収益を認識しております。
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（5）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建予定取引

③ ヘッジ方針
社内規定に基づき、為替変動リスクを軽減するための実需の範囲内でヘッジ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
予定取引について同一通貨の為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されておりますので、有効性の評価を省略しております。
（6）その他計算書類作成のための基本となる事項

控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理してお
ります。
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（会計方針の変更に関する注記）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用
することといたしました。これによる計算書類への影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
１．固定資産の減損に係る見積り
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
科目名 金額

減損損失 113
有形固定資産 72,270
無形固定資産 3,088

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は、主にアパレル・雑貨事業、プロパティ事業等で重要な資産を有しており、営業活動から生ずる損
益が継続してマイナスである資産グループについては回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として
計上しております。回収可能額の算定にあたっては、決算時点で入手可能な情報や資料に基づき合理的に判
断しておりますが、新型コロナウイルスの影響等、将来の不確実な経済条件の変動により、利益計画の見直
しが必要となった場合、翌事業年度以降の計算書類において追加の減損損失が発生する可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性に係る見積り
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
科目名 金額

繰延税金資産 662

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は、将来の利益計画に基づいた課税所得の見積りと実行可能なタックスプランニングを考慮し、繰延

税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能額の算定にあたっては、決算時点で入手可能な情報
や資料に基づき合理的に判断しておりますが、新型コロナウイルスの影響等、将来の不確実な経済条件の変
動により、利益計画及び課税所得の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の計算書類において認識す
る繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

2023年05月30日 14時48分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 21 ―

２．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

建物及び構築物 14,797百万円
土地 7,387百万円
建設仮勘定 11,833百万円
合計 34,017百万円

上記に対する債務は次のとおりであります。
短期借入金 3,597百万円
長期借入金 59,066百万円
合計 62,664百万円

（2）圧縮記帳額
国庫補助金等により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりで
あります。
建物及び構築物 339百万円
器具及び備品 0百万円
合計 340百万円

（3）有形固定資産の減価償却累計額 20,970百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。

（4）保証債務
下記のとおり債務保証を行っております。
㈱ナースステージ
後納郵便料金の支払債務 1百万円
仕入債務 10百万円
合計 11百万円

（5）財務制限条項
借入金残高のうち、59,644百万円の借入契約に、前事業年度末の純資産額（連結）の75％以上を維持す
る等の財務制限条項が付されております。

（6）連帯保証債務
下記のとおり、金融機関からの借入金に対して連帯保証を行っております。
㈱守礼 63百万円

（7）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
① 短期金銭債権 68,116百万円
② 短期金銭債務 26,893百万円
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３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高は次のとおりであります。
① 売上高 1,247百万円
② 売上原価 1,430百万円
③ 販売費及び一般管理費 7,244百万円
④ 営業取引以外の取引高 1,684百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式数 554千株

５．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （単位：百万円）
賞与引当金 168
契約負債 156
貸倒損失 25
投資有価証券評価損 499
債権譲渡損 243
貸倒引当金 897
関係会社株式評価損 301
役員退職慰労引当金 75
販売用不動産評価損 49
固定資産減損損失 167
会社分割による子会社株式 446
その他 275

繰延税金資産小計 3,308
評価性引当額 △1,890
繰延税金資産合計 1,417
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △694
その他 △60

繰延税金負債合計 △754
繰延税金資産の純額 662

（2）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度より、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する
場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及
び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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６．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

属 性 会社等の名称
資 本 金
又 は 出
資 金
(百万円)

関連当事者
と の 関 係

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

取引の内容 取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

その他の関係会社
（当該その他の関係
会社の親会社を含

む）

㈱フレンド
ス テ ー ジ 50

業務の受託
保険料仲介
役員の兼任

被所有
間接
42.8

役 務 の 提 供
(注3) 47 その他流動資産 4

保険料の支払
(注4) 130 その他流動資産 34

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．当該会社は、役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社にも該当しております。
３．役務の提供については、業務内容を勘案し、両者協議の上で決定しております。
４．保険料の支払については、一般的な保険料と同等の条件であります。

（2）子会社等

属 性 会社等の名称
資本金又
は出資金
（百万円）

関連当事者
と の 関 係

議決権等
の 所 有
割合（％）

取引の内容 取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

子会社 ㈱ リ フ レ 10 資金の借入
所有
直接
100

資金の借入（注1） 300 短期借入金 12,309

子会社 ㈱ オ ー ジ オ 100 資金の借入
役員の兼任

所有
直接
100

資金の借入（注1） － 短期借入金 5,600

子会社 ㈱ＢＡＮＫＡＮわものや 100 資金の借入
所有
直接
100

資金の借入（注1） － 短期借入金 4,800

子会社 ㈱ サ ン ス テ ー ジ 10 資 金 援 助
役員の兼任

所有
直接
100

資金の回収（注1） － 短期貸付金 8,715

子会社 ㈱ テ キ サ ス 10 資 金 援 助
担保の被提供

所有
直接
100

資金の回収（注1） 300 短期貸付金 17,760

利息の受取（注1） 270 未収入金 －

銀行借入金に対す
る土地の担保提供

（注2）
9,800 － －
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属 性 会社等の名称
資本金又
は出資金
（百万円）

関連当事者
と の 関 係

議決権等
の 所 有
割合（％）

取引の内容 取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

子会社 ㈱カリフォルニア 9 資 金 援 助
担保の被提供

所有
直接
100

資金の回収（注1） 528 短期貸付金 14,221

銀行借入金に対する土
地及び建物の担保提供

（注2）
6,227 － －

子会社 ㈱ ベ ル ス テ ー ジ 10 資 金 援 助
担保の被提供

所有
直接
100

資金の貸付（注1） 1,913
短期貸付金 8,963

資金の回収（注1） 472

銀行借入金に対する機械
装置及び借地権の担保提供

（注2）
6,315 － －

子会社 合同会社フレンズ 0 資 金 援 助
担保の被提供

所有
間接
100

資金の貸付（注1） － 短期貸付金 3,636

銀行借入金に対す
る土地の担保提供

（注2）
3,618 － －

子会社 ㈱グランベルホテル 10 資 金 援 助
役員の兼任

所有
間接
100

資金の貸付（注1） 250 短期貸付金 6,977

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の借入及び貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れてお

りません。
２．銀行借入金に対する担保提供については、各担保提供子会社の不動産取得及び設備投資のための資金
借入に対するものであります。

７．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項 （4）収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 926円49銭
（2）１株当たり当期純利益 42円50銭

９．連結配当規制適用会社に関する注記
当社は連結配当規制の適用会社であります。

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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